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１．計画の基本的事項 

【計画策定の趣旨】 

地球温暖化やそれに伴う気候変動は、自然環境や人々の暮らしに大きな影響や被害をもたらすとされ、

世界共通の重要な環境課題となっており、世界中で様々な取組が進められている中、本市においても地球

温暖化対策や気候変動への適応について取組を推進していきます。 

【計画の目的】 

本市において地球温暖化対策を推進するため、地域の特色や社会的状況等を踏まえ、温室効果ガス排出

量の削減等を行うための施策に関する事項を定め、既存および将来の様々な気候変動による影響を計画

的に回避・軽減することを目的とします。 

【計画の期間】 

２０２６年～２０３０年（５年間） 

【計画の位置づけ】 

温対法第 21条第 3項に規定する「地方公共団体実行計画（区域施策編）」、気候変動適応法第 12条に基

づく「気候変動適応計画」を兼ねる計画として、上位計画や関連計画との連携・整合を図っています。 

 

２．地球温暖化に関する動向 

【国の動向】 

2025年に新たな「地球温暖化対策計画」を閣議決定。国の温室効果ガスの削減目標を 2030年度に 2013

年度比で 46％削減、2050年にカーボンニュートラルを達成する目標を掲げている。 

【秋田県の動向】 

 2022年 3月に、「第 2次秋田県地球温暖化対策推進計画」を改定。 

温室効果ガス削減目標を「2030年度において 2013年度比で 54％の削減」とし、達成に向け目指す姿と

して「県民総参加で脱炭素の実現を目指す地域社会の形成」を掲げている。 

また、2022年 4月に 2050年カーボンニュートラルを宣言。 

【由利本荘市の動向】 

2023年 2月に「由利本荘市ゼロカーボンシティ」宣言。 

2050年カーボンニュートラルの達成を目標としている。 
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３．温室効果ガス排出量の現況 

本市の 2020年度における温室効果ガス排出量は 612 t-CO2であり、基準年度と比較し 27％減少してい

ます。本市の特殊要因として、2016 年以降に工場等が増加したことなどにより、各部門の排出量が増加

しています。 

 

４．計画の目標 

本市では 2030 年度における温室効果ガス排出量の削減目標は、「2030 年度において、2013 年度比で

39.3％の削減」とし、長期目標として 2050年度にカーボンニュートラルの実現を目指します。 

 

 

 

 

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

産業部門 家庭部門 業務部門 運輸部門

エネルギー転換部門 廃棄物部門 工業プロセス等 その他ガス

森林等吸収量 差引後排出量

（千t-CO2）

（年度）

長期目標 2050年度 カーボンニュートラルの実現（温室効果ガス排出実質ゼロ） 

2030 年度 温室効果ガス排出量の削減目標 2013 年度比 ３９．３％の削減 



 

５．温室効果ガス排出削減等の推進 

本市の現状と課題を踏まえ、温室効果ガスの削減目標の達成に向けた取組を推進します。 

本市のもつ豊富な再生可能エネルギー源や二酸化炭素を吸収する豊かな森林資源などの地域資源の強み

を最大限に活かし、温室効果ガスの削減に向けた取組を加速させます。 

 

＜施策体系＞ 

 

１ 再生可能エネルギー等の導入の推進 

① 再エネ電力の導入拡大 

② 再エネ電力調達の拡大 

③ 再エネ熱利用の拡大 

２ 温室効果ガスの排出削減対策の推進 

① ZEH・ZEB及び省エネ型建築物の普及拡大 

② 省エネ型家電・設備機器等の普及促進 

③ フロン対策の推進 

３ 脱炭素地域づくりの推進 

① 交通・移動手段の脱炭素化 

② 脱炭素まちづくり 

③ 吸収源対策 

４ 循環型社会の形成（廃棄物の発生抑制等） 

① ごみ減量の推進 

② リサイクルの推進 

③ 環境に配慮したごみ処理の推進 

５ 環境意識の向上 

① 教育・啓発・情報提供 

② 日常の脱炭素型行動の強化・徹底 

 

 

 

６．気候変動への適応策 

 気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに伴う農作物の品質低下や熱中症リスクの増加など、気候変動に

よると思われる影響が全国各地で生じており、その影響は由利本荘市にも現れています。 

地球温暖化は、要因である温室効果ガスの排出を削減する対策（緩和策）により、直ぐに改善されるも

のではないため、平行して気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）にも取り組んでいく必

要があります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画の推進体制・進行管理 

 本計画の目標を達成するため、計画を総合的に推進する体制を整備します。 

地域の脱炭素化を担当する部局・職員における知見・ノウハウの蓄積や、庁外部署との連携や地域とのネ

ットワーク構築等も重要であるため、国・秋田県・他自治体、その他関係機関などとの連携により、計画

を効果的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業者の取組実践の推進 

・環境に関する情報の発信 

・環境の意見の交換・施策への提案 

市民・市民団体 事業者 

由利本荘市 

事務局 
（エネルギー政策課） 

・本計画の推進と進行管理 

 関係機関 

国 

秋田県 

他自治体 

取組の促進、 

進捗状況の公表 

由利本荘市環境審議会 

・本計画の目標の達成状況、施策の点検・

評価、見直しの実施の有無などの確認 

各部課 

・地球温暖化対策等に関する

施策の実施、進捗の管理 

連携 

指示 

報告 

連携 

連携 

報告・諮問 評価・意見 



 


